
 

 

 

 

   

 

 

副市長の就任について、令和８年３月１８日（水）に議会の同意が得られまし 

 

たので、次のとおりお知らせします。 

 

 

 氏名 任期 備考 

就任者 椎木
し い ぎ

 隆夫
た か お

 令和８年４月１日～令和１２年３月３１日 再任 

【参考】 

退任者 
椎木
し い ぎ

 隆夫
た か お

 令和４年４月１日～令和８年３月３１日  

 

 

 

 【参考】 

🔷地方自治法（昭和２２年４月法律第６７号）【抜粋】 

  第１６２条 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団体の長が議会の同意を得

てこれを選任する。 

  第１６３条 副知事及び副市町村長の任期は、四年とする。 

【記事・取材に関するお問い合わせ】 

  白岡市 経営企画部 企画政策課 秘書室 

電話 0480(92)1111 内線3302 メールアドレス kikaku@city.shiraoka.lg.jp 
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